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「社会福祉法人の認可について」

平成3年3日30日　社庶節97ぢ・

各都道府県民生主管部（局）長宛

厚生省大臣官房老人保健福祉部老人福祉

課長／厚生省保健医療局精神保健課長／

厚生省社会局庶務課長／厚生省児童家庭

局企画課長
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標記については，昭和39年1月10日社発第15号厚

生省社会局長・児童家庭局長連名通知「社会福祉法

人の認可について」により通知されているところで

あるが，今般，老人福祉法等の一部を改正する法律

（平成2年法律第58号）の成立及び関係政省令の改

正に伴い，本日付け社庶第96号厚生省大臣官房老人

保健福祉部長・保健医療局長．社会局長．児童家庭

局長連名通知「社会福祉法人の認可について」によ

りその一部を改めることが通知されたところであ

る。これに伴いその取扱いの細部について定めた昭

和62年2月4日社庶第23号各都道府県民生主管部

「社会福祉法人の認可について（課長通知）」新旧対照表

（局）長あて厚生省社会局庶務課長・児童家庭局企

画課長連名通知「社会福祉法人の認可について」の

「別添社会福祉法人審査要領」の一部を下記のよう

に改正することとし，平成3年4月1日から施行す

ることとしたので，今後社会福祉法人に係る認可及

びその指導について遺憾のないようされたい。

記

別添　社会福祉法人審査要領の一部を次のように

改めること。

（以下　略）

現　　　　　　　　　　　　　　行 改　　　　　　正　　　　　　　後

社会福祉法人の認可について

別添

社会福祉法人審査要領

第1　社会福祉法人の行う事業

1　社会福祉事業

（1）市町村社会福祉協議会が社会福祉法人（以下「法

人」という。）となる場合には，次の要件を満たすも

のでなければならないこと。

アーオ　（略）

カ　当該市町村の区域内において社会福祉事業又は

更正保護事業を経営する者の全部が参加すること

を原則とすること。

キ　設立認可の申請前の実績として，常時，社会福

祉協議会活動を行っていること。

社会福祉法人の認可について

別添

社会福祉法人審査要領

第1　社会福祉法人の行う事業

1　社会福祉事業

（1）市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会

（些方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の20に

規定する区の区域を単位とする社会福祉協議会をい
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ム⊥が社会福祉法人（以下「法人」という。）とな
る場合には，次の要件を満たすものでなければなら

ないこと。

アニオ　（略）

カ　当該市町村又は当該区の区域内において社会福

祉事業又は更正保護事業を経営する者の全部が参

加することを原則とすること。

キ　設立認可の申請前の実績として，常時，社会福

祉協議会活動を行っていること。






